
【 令和２年度　長岡市ＳＮＳセーフティープログラム　啓発活動プログラム 】

③　子育ての駅等での
健康教育
　　（保健師）
　＜子ども・子育て課＞

⑥　単ＰＴＡ講演会・地
域連携フォーラム
　　＜学校教育課＞

紙芝居「上手につきあおうメディ
ア」を使って講話をする。心が育
まれる乳幼児期には、パパやマ
マ等、身近な人が話しかけ触れ
あうことが大切であること、メディ
アをメリハリつけて利用すること
を伝える。

ネットの危険性やトラブルの防止
策についての講演会を行う。

小学６年生の児童とその保護者
に対してネットの危険性やトラブ
ル防止策について講話を行う。 ⑧　中学校入学説明会

　
　　＜学校教育課＞

小学６年生の児童とその保護者
に対してネットの危険性やトラブ
ル防止策について講話を行う。

⑦　保護者向けの啓発
　　＜学校教育課＞

文部科学省情報モラル教育推進
事業の指導の手引を活用した、
保護者向けの啓発を自校の実態
に応じて内容を選択し実施する。
（学級・学年懇談会等を活用し、
教職員が実施）

教育用パソコン起動時に情報モ
ラルに関するメッセージを配信し
注意喚起する。標語コンクール
（市Ｐ連実施）入賞作品を月毎に
配信する。

市が導入している「情報モラルＮ
ａｖｉ」等を活用した情報モラル授
業を各校で指導する。（各学年1
時間実施）
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H　教育用ＰＣへモラ
ルメッセージ配信
＜学校教育課・教育
総務課＞

教育用パソコン起動時に情報モ
ラルに関するメッセージを配信し
注意喚起する。標語コンクール
（市Ｐ連実施）入賞作品を月毎に
配信する。

G　授業
　　（学活・道徳等）
　　＜学校教育課＞

市が導入している「情報モラルＮ
ａｖｉ」等を活用した情報モラル授
業を各校で指導する。（各学年1
時間実施）

F　学校主催の講演
会
　
　　＜学校教育課＞

⑩　保護者向けの啓発
　　＜学校教育課＞

文部科学省情報モラル教育推進
事業の指導の手引を活用した、
保護者向けの啓発を自校の実態
に応じて内容を選択し実施する。
（学級・学年懇談会等を活用し、
教職員が実施）

⑨　単ＰＴＡ講演会・地
域連携フォーラム
　　＜学校教育課＞

ネットの危険性やトラブルの防止
策についての講演会を行う。
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Ｄ　小中連携事業
　
　　＜学校教育課＞

「いじめ見逃しゼロスクール集
会」や連携活動の中に、情報モ
ラルに関する内容を盛り込んだ
活動を各中学校区で工夫して行
う。

Ｃ　教育用ＰＣへモラ
ルメッセージ配信
＜学校教育課・教育
総務課＞

Ｂ　授業
　　（学活・道徳等）
　
　　＜学校教育課＞

Ａ　学校主催の講演
会
　
　　＜学校教育課＞

「いじめ見逃しゼロスクール集
会」や地域連携フォーラム以外
の場面で、情報モラルに関する
講演会を実施する。

①　親も育つ子育てセミ
ナー（年代に関係なく、
保護者を対象に実施）
　＜子ども・子育て課＞

子どもをもつ保護者を対象に家
庭教育のあり方等を伝える講座
において、メディア接触の影響や
課題を認識し、子どもの発達段
階に応じたメディアとのよりよい
付き合い方を親子で築くための
手立てを考えてもらう。

子どもに対するプログラム 保護者に対するプログラム

⇒全保護者が対象

I　小中連携事業
　
　　＜学校教育課＞

「いじめ見逃しゼロスクール集
会」や連携活動の中に、情報モ
ラルに関する内容を盛り込んだ
活動を各中学校区で工夫して行
う。

「いじめ見逃しゼロスクール集
会」や地域連携フォーラム以外
の場面で、情報モラルに関する
講演会を実施する。

Ｅ　中学校入学説明
会
　
　　＜学校教育課＞

②　こんにちは赤ちゃん
訪問、赤ちゃん相談、１
歳６か月・３歳児健診時
　（保健師・助産師）
　＜子ども・子育て課＞

「メディアとのつきあい方」が掲載
されたリーフレットを配布する。メ
ディアの視聴時間は2時間以内、
食事中はテレビをつけない、親子
のふれあいを楽しむこと等を伝え
る。

⑤　就学時家庭教育講
座
　　（指導主事他）
　＜子ども・子育て課＞

「就学時家庭教育講座」パンフ
レットを配布する。年長児の保護
者を対象として、家庭教育の基本
的事項を伝える。その際に、ＳＮ
Ｓルールを説明する。

④　保護者向けの啓発
　　（各園の職員）
　　　＜保育課＞

行事等の機会を利用したり、外部
講師を招いて保護者向けの講座
を開いたりすることで、園児の年
代に応じた家庭等での基本的事
項を認識してもらう。また、保護
者自身のSNS 利用のリスクにつ
いても伝えていく。
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子どもはＳＮＳの操作に詳しいも

のの危険に対処する力は低いた

め、フィルタリングによる機能制限

や家庭ルールなどによって被害

から守る必要があります。

しかし、いつまでも制限やルー

ルによって触れる情報を減らして

いては、情報化社会で生き抜くた

めに必要な知識やモラルが身に

付かず、危機回避能力も育ちま

せん。

そこで、成長するにしたがって、

学校での情報モラル教育や日々

の生活での経験の積み重ねによ

り、危険に対応する能力を育てな

がら、制限やルールを減らしてい

くことが必要です。


